
★☆★「適格消費者団体申請」実現しました

平成19年 12月 22日 設立から¬年¬lヶ月で

消費者支援ネット北海道は適格消費者団体申

請をいたしました。

思えば、平成19年 4月 より道内一本化での

適格消費者団体を目指したネットワークづくり

に奔走した日から約3年。北海道大学、北海学

園大学の法学部教授や弁護士、司法書士、消費生活アドバイザ
ーの方々へのヒアリングから始まり、何回か訪間を重ねるうちに今
ではすつかり気心が知れ、いろいろ相談できるようになつたのはこ

の仕事の役得かと思つております。
NPO法人は『人が宝』といいます。どんな素晴らしい器を揃えて

もそれを使いこなす人がいなければ、ただの器にすぎません。そう
いう意味では、ホクネットは活動資金こそ乏しいですが、活動して

いる熱意あるメンバーの方々に恵まれており、人材の宝庫ともい

えます。
今回の申請業務を経験し、適格消費者団

体の申請書類の多さは噂に聞いておりまし

たが、実際、手がけてみると自分たちの活動

の書類といえども、その多さに驚き、積み上

げて高さをはかつたほどでした。

そういうわけで、事務局スタッフだけでは到底足りなく、検討委

員やボランティアの方に応援を頼んで、何とか 11月 27日 申請に

間に合うことができました。関係した方々にあらためて紙面を借り

ておネL申 し上げます。

まずは設立当初の目標に近づくことができたのですから、一歩

前進することができました。
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11月 27日 (金)北海道新

聞朝刊に適格消費者団体

認定申請の記事が2ベー

ジに渡り掲載されました。



《第2回公開セミナー「身近な法律考えよう」を聞かせていただいて》

ホクネット理事  伊藤 貞男 (北海道生協連)

1可 月14日 (土 )今年度2回 目のホクネット公開セミナー「身近な法律考えよう」が行われ、瀬川

信久ホクネット理事長から『民法改正を知っていますか? ～¬10年ぶりに抜本改正～』、向田

直範ホクネット理事から『ほんとですか?その表示 ～改正景品表示法について～』の2本の講

演があり、謹聴した。私は「民法改正について知らなかつた」ばかりでなく、民法についても知識

がまつたく乏しいので、110年ぶりの抜本改正について、実に興味を持つて聞かせていただいた

のである。
日本の民法は1890年 (明治23年 )に公布されたが施行されなかつた「1日 民法」の修正法とし

て、財産法(第 1～ 3編 )は 1896年 (明治29年 )に、家族法(第4～ 5編 )は ¬989年 (明治31年 )

に公布され、両方とも1989年に施行された。その後、家族法については1947年 (昭和22年 )

に新憲法制定に伴つて全面的な見直しが行われたが、財産法は幾つかの重要な改正があつた

ものの多くは改正がなくて今日に至つているとのこと、まさに110年ぶりの改正といえる。

この民法の契約法を中心とする「債権法」の領域が今回の改正の対象だが、改正の試案を作成

することを目的に2006年 ¬0月 に設立された「民法(債権法)改正検討委員会」が今年4月 に試

案を発表した。そして、コ可月から法制審議会で検討を開始した。3年後の施行が目途とのことで

ある。

内容は難しくてなかなか要約できない。しかし消費者契約の規定を「契約に関する規定群」に、

また民法を《人》から《人十事業者+消費者》へと拡大し、商法の商行為規定を民法に包摂すると

のことなど、乏しい知識ながら、“へ～え !"と思う内容満載の講演で、大いに触発されました。2

～3年後には改正の中心について再度講義を聞かせて戴きたいものです。

改正景品表示法については目的の改定(改正前の法の目的が「公正な競争の確保」に着目し

ていたが、改正後は「一般消費者の自主的・合理的選択の阻害」に着目して規制する)が重要で

あり、このほか、実に具体的に内容の解説を戴きました。また、この度の改定によつて適格消費

者団体による差止請求権がこの法律に規定されました。この法律の理解・普及に努めたいもの

です。有用なセミナーでした。

第 2部講演の

向田直範理事
第 1部講演の

瀬川信久理事長

進行の大嶋明子

さん (事務局 )

68名 の参加が

ありました

・景品表示法の内容について講演時間が短いと感じた
。事例があつて、わかりやすかつた
。内容が濃くて聴き取ることで精一杯でした。

・先生方のお話を、ひとつひとつゆっくりと聞きたかった

アンケートより

今回の公開セミナーで回答頂いた

アンケートから、ご意見の一部を

ご紹介します
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でもご協力い

ただきました



「消費者支援基金」給付が決定 !

ロ                                                                          ロ

:  NPO法人企業社会責任フォーラムの消費者支援基金に申請していましたが、12月 3日 に助  :
: 成金が決定した旨連絡がありました。                          日

:  これからの「通報ダイヤル」「公開セミナー」を実施するに当たって有効に使わせていただく予定 :
: です。                                          :
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今年度 2回日の 「ホ ク ネ ッ ト通 報 ダ イ ヤ ′LJを実施 f

・受付日時 平成 22年 2月 21日 (日 )

午前 10時から午後 4時まで
口場所 消費者支援ネット北海道事務所

電話番号 011‐ ~221--3301 (通
報ダイヤル専用)

・結婚式場 (高額なキャンセル料の請求など)

・各種スクール (授業料が返還されないなど)

・結婚相手紹介サービス(中 途解約時の返金額が少な

いなど)

編集後記

今年も最後の月となり、「今年を表す漢

字」「重大ニュース」「今年のベスト10」 な

どという文字がメディアを賑わしています

が、 ホクネットにとつての一番の出来事は、なん

といっても適格消費者団体への申請を行つた事

です。これで終わりということではありませんが、

日標の一つをクリアしたというところでしょうか。

春の訪れと認定の報告を待ち望み

厳しい冬を乗り越えなくては…

‖PO法人 ,肖 費者支援ネット北海道

(愛称 :ホクネット)

〒060-0004
札幌市中央区北4条西12丁 目

ほくろうビル4F
TEL: 011--221-5884
FAX:011-221-5887

E―MAIL

:nfO♪ Okkaido@hocnet1222jp
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